
Ⅵ 部会運営

１．部会役員会

部長・副部長・事務局長・研究員・事務局次長・教育課程委員長で構成し、予算編成をはじめ部会活動

全般の企画・運営の執行にあたる。

２．運営委員会

部会役員・各障がい別部門代表・研究推進員・地区推進委員で構成し、部会研究、事業などの研究決議

機関とし、部会運営の円滑化を図る。役員会、運営委員会のほかに障がい別研究推進員会、共通研究推進

委員会、教育課程委員会、役員選考委員会を構成し、研究の推進および研究の企画運営を主な事業として

行う。


